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認定第１号 

令和６年９月６日提出 

松山市長 野 志 克 仁   

 

令和５年度松山市一般・特別会計決算の認定について  

 地方自治法第２３３条第３項の規定により，令和５年度松山市一般・特別会計決算を別

冊のとおり認定に付する。 

 

提出書類 

１．令和５年度松山市一般・特別会計歳入歳出決算書  

２．令和５年度松山市一般・特別会計歳入歳出決算事項別明細書  

３．令和５年度松山市一般・特別会計実質収支に関する調書  

４．令和５年度松山市財産に関する調書  

５．令和５年度松山市一般・特別会計決算に係る主要な施策の成果説明書  

６．令和５年度松山市運用基金状況書  

７．令和５年度松山市各会計決算審査意見書  

  令和５年度松山市各基金運用状況審査意見書  

 

 （参 照） 

   地方自治法（抄） 

 （決 算） 

第２３３条 

３ 普通地方公共団体の長は，前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委員

の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。  

５ 普通地方公共団体の長は，第３項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつて

は，当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類その他政令で定

める書類を併せて提出しなければならない。  

 （基 金） 

第２４１条 

５ 第１項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場
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吅においては，普通地方公共団体の長は，毎会計年度，その運用の状況を示す書類を作

成し，これを監査委員の審査に付し，その意見を付けて，第２３３条第５項の書類と併

せて議会に提出しなければならない。  

 

地方自治法施行令（抄） 

（決 算） 

第１６６条 

２ 地方自治法第２３３条第１項及び第５項に規定する政令で定める書類は，歳入歳出決

算事項別明細書，実質収支に関する調書及び財産に関する調書とする。  
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認定第２号   

令和６年９月６日提出   

松山市長 野 志 克 仁   

 

令和５年度松山市公営企業会計剰余金の処分及び決算の認定について  

地方公営企業法第３２条第２項の規定により，令和５年度松山市公営企業会計決算に伴

う剰余金を剰余金処分計算書（案）のとおり処分し，併せて同法第３０条第４項の規定に

より，令和５年度松山市公営企業会計決算を別冊のとおり認定に付する。 

 

提出書類 

１．令和５年度松山市水道事業会計・簡易水道事業会計・工業用水道事業会計・下水道事

業会計決算書 

２．令和５年度松山市公営企業会計決算審査意見書  

 

（参 照） 

地方公営企業法（抄）  

（決 算） 

第３０条 

４ 地方公共団体の長は，第２項の規定により監査委員の審査に付した決算を，監査委員

の意見を付けて，遅くとも当該事業年度終了後３月を経過した後において最初に招集さ

れる定例会である議会の認定に付さなければならない。  

（剰余金の処分等） 

第３２条 

２ 毎事業年度生じた利益の処分は，前項の規定による場合を除くほか，条例の定めると

ころにより，又は議会の議決を経て，行わなければならない。  
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議案第１０４号  

 

令和６年度松山市一般会計補正予算（第６号）  

 

令和６年度松山市一般会計補正予算（第６号）は，次に定めるところによる。  

（歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，５６８，７１８千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ２２９，９４２，８６０千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表歳入歳出  

予算補正」による。  

（債務負担行為の補正）  

第２条  債務負担行為の追加は，「第２表債務負担行為補正」による。  

（地方債の補正）  

第３条  地方債の変更は，「第３表地方債補正」による。  

 

 

 

                          令和６年９月６日提出  

 

                                                    松山市長     野     志     克     仁  
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第１表　歳入歳出予算補正 (松山市一般会計)

歳　入

 1 64,690,000 千円 810,000 千円 65,500,000 千円

 1 27,422,000 810,000 28,232,000

14 997,847 25,218 1,023,065

 1 60,180 25,218 85,398

16 53,250,210 110,181 53,360,391

 1 40,020,584 13,406 40,033,990

 2 13,103,686 96,775 13,200,461

17 17,362,377 43,190 17,405,567

 2 3,722,688 43,190 3,765,878

21 900,000 405,147 1,305,147

 1 繰越金 900,000 405,147 1,305,147

22 9,398,985 782 9,399,767

 5 雑入 5,347,241 782 5,348,023

23 13,967,400 174,200 14,141,600

 1 13,967,400 174,200 14,141,600

228,374,142 1,568,718 229,942,860

款 項 補正前の額 補　正　額 計

市税

市民税

分担金及び負担金

分担金

国庫支出金

国庫負担金

市債

国庫補助金

県支出金

県補助金

繰越金

諸収入

市債

　　　　　　　歳　　　　　入　　　　　  合　　　　　計
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 2 17,782,573 千円 47,238 千円 17,829,811 千円

 1 総務管理費 14,534,206 8,606 14,542,812

 2 徴税費 2,134,621 38,632 2,173,253

 3 110,838,025 46,630 110,884,655

 1 社会福祉費 51,197,766 46,630 51,244,396

 4 21,006,254 2,602 21,008,856

 3 清掃費 6,911,467 2,602 6,914,069

 6 2,769,253 508,023 3,277,276

 1 農業費 1,121,462 37,589 1,159,051

 2 農業土木費 986,004 470,434 1,456,438

 7 7,901,036 84,226 7,985,262

 2 観光費 1,680,092 84,226 1,764,318

 8 21,783,431 845,899 22,629,330

 1 土木管理費 675,069 63,567 738,636

 2 道路橋梁費 2,808,723 559,500 3,368,223

 3 河川費 933,404 180,000 1,113,404

 4 港湾費 629,757 17,001 646,758

 5 都市計画費 12,579,883 6,788 12,586,671

土木費

歳　出

農林水産業費

商工費

総務費

民生費

款 項 補正前の額 補　正　額 計

衛生費
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 6 3,456,730 千円 19,043 千円 3,475,773 千円

11 1,397,847 34,100 1,431,947

 3 土木施設災害復旧費 414,500 34,100 448,600

  合　　　　　計 228,374,142 1,568,718 229,942,860

住宅費

災害復旧費

項

　　　　　　　歳　　　　　出　　　　　

款 補正前の額 補　正　額 計
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事 項 期 間 限 度 額

千円

令和６年度～令和７年度 ３５，１００

第２表　債務負担行為補正（松山市一般会計）

１  追 加

災 害 用 ト イ レ カ ー 整 備

ＳＮＳ子ども子育て相談窓口事業業務委託 令和６年度～令和７年度 １４，４００

レ セ プ ト 管 理 シ ス テ ム 再 構 築 業 務 委 託 令和６年度～令和１４年度 ２９，０００

消 防 団 車 両 機 械 購 入 事 業 令和６年度～令和７年度 ３１，１００

給 食 運 搬 車 の 買 替 令和６年度～令和７年度 １５，８００

学 校 給 食 運 搬 業 務 委 託 令和６年度～令和７年度 ４７，４００

-9-



起債の方法 利率 償    還    の    方    法 起債の方法 利率 償還の方法

千円 千円

農林水産基盤整備事業

同　　上土木施設災害復旧事業 170,000 同　　上 同　　上 同　　上 190,000 同　　上 同　　上

同　　上 同　　上 同　　上

420,000

道 路 建 設 等 事 業 780,000 同　　上 同　　上 同　　上 850,000

補　　　正　　　後

限     度     額 限     度     額

 
 １   借入先
      財務省，地方公共
   団体金融機構その他

 ２   借入方法
      普通貸借又は証券
   発行の方法による。

 ３   借入時期
      令和６年度。ただ
    し工事又は財政の都
    合により起債額の全
    部若しくは一部を翌
    年度に繰り越し借入
　　れすることができる。

年５％
       以内

（ただし，利
率見直し方
式で借り入
れる政府資
金及び地方
公共団体金
融機構資金
等につい
て，利率の
見直しを
行った後に
おいては，
当該見直し
後の利率。）

 
 1   償還期限
      ３０年以内（内据置
    ５年以内）
　
 ２   償還額及び財源
      一般財源及び事業
   収入等により元利均等
   又は元金均等償還する。
　 ただし必要に応じ繰上
   償還，償還期限の短縮
   又は低利債に借換えす
   ることができる。

 ３   財務省，地方公共団
   体金融機構その他より
   借り入れる場合において
   前各号の償還の方法が
   借入先の融通条件に抵
   触するときは，その融通
   条件によることができる。

補正前
と同じ

補正前
と同じ

補正前
と同じ

330,000

第３表　地方債補正（松山市一般会計）

１  変 更

起  債  の  目  的
補　　　正　　　前
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  議案第１０５号  

 

令和６年度松山市競輪事業特別会計補正予算（第１号）  

 

  令和６年度松山市競輪事業特別会計補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。  

  （債務負担行為の補正）  

第１条  債務負担行為の追加は，「第１表債務負担行為補正」による。  

 

 

                           令和６年９月６日提出  

 

                                                    松山市長     野     志     克     仁  
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事 項 期 間 限 度 額

千円

第１表　債務負担行為補正（松山市競輪事業特別会計）

１  追 加

移動式エンドレスカメラタワー購入事業 令和６年度～令和８年度 １２０，０００

-12-



  議案第１０６号  

 

令和６年度松山市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）  

 

  令和６年度松山市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。  

  （債務負担行為の補正）  

第１条  債務負担行為の追加は，「第１表債務負担行為補正」による。  

 

 

                           令和６年９月６日提出  

 

                                                    松山市長     野     志     克     仁  
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事 項 期 間 限 度 額

千円

第１表　債務負担行為補正（松山市介護保険事業特別会計）

１  追 加

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 業 務 委 託 令和６年度～令和９年度 ２，３３１，５００
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議案第１０７号   

令和６年９月６日提出   

松山市長 野 志 克 仁   

 

松山市個人番号の利用等に関する条例の一部改正について 

松山市個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

記 

松山市個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例 

松山市個人番号の利用等に関する条例（平成２７年条例第４２号）の一部を次のように

改正する。 

第１条中「個人番号の利用」の次に「，法第１８条の規定に基づく個人番号カードの利

用」を加える。 

第５条を第６条とし，第４条の次に次の１条を加える。 

（個人番号カードの利用） 

第５条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令

（平成２６年政令第１５５号）第１８条第２項第２号の条例で定める事務は，職員本人

の確認に関する事務であって規則で定めるものとする。 

付 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

 

（提案理由） 

個人番号カードを利用できる事務を定めるため，本案を提出する。 
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議案第１０８号   

令和６年９月６旣提出   

松山市長 野 志 克 仁   

 

松山市手数料条例の一部改正について 

松山市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

記 

松山市手数料条例の一部を改正する条例 

松山市手数料条例（平成１２年条例第９号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項第６２号を次のように改める。 

(62) 狂犬病予防注射接種証明手数料 １件につき ３６０円 

第２条第１項第７３号中「１８，０００円」を「１９，０００円」に改め，同項第７４

号中「１１，０００円」を「１２，０００円」に改め，同項第７５号ア中「４３，０００

円」を「４４，０００円」に改め，同号イ中「８，０００円」を「９，０００円」に改め，

同項第７６号ア中「２２，０００円」を「２３，０００円」に改め，同号イ中「４，００

０円」を「５，０００円」に改め，同項第７７号ア中「１６，０００円」を「１７，００

０円」に改め，同号イ中「３，４００円」を「４，０００円」に改め，同項第７８号中「

３，４００円」を「３，５００円」に改め，同項第７９号中「８０，０００円」を「８３，

０００円」に改め，同項第８０号及び第８１号中「８，２００円」を「８，３００円」に

改め，同項第８２号中「６１，０００円」を「６３，０００円」に改め，同項第８７号中

「１５，３００円」を「１５，４００円」に改め，同項第１１１号の次に次の１０号を加

える。 

(111)の２ 農地の競売・公売に係る買受適格証明手数料 １件につき ３６０円 

(111)の３ 農地法（昭和２７年法律第２２９号）に関する審査中・許可・届出受理済証

明手数料 １件につき ３６０円 

(111)の４ 農地転用確認書・非農地現況証明書再交付証明手数料 １件につき ３６０

円 

(111)の５ 耕作証明手数料 １件につき ３６０円 

(111)の６ 農地等の贈与税・相続税の納税猶予に関する適格者証明手数料 １件につき

 ３６０円 
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(111)の７ 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）の規定による農業委員会のあっ

せん関係証明手数料 １件につき ３６０円 

(111)の８ 農用地区域内にある土地等の譲渡所得の特別控除に関する証明手数料 １件

につき ３６０円 

(111)の９ 農用地等の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する

証明手数料 １件につき ３６０円 

(111)の１０ 農用地区域であることの証明手数料 １件につき ３６０円 

(111)の１１ 農用地区域でないことの証明手数料 １件につき ３６０円 

第２条第１項第１１４号アの表中「８８，０００円」を「８９，０００円」に，「２２

０，０００円」を「２３０，０００円」に改め，同号イの表中「６６，０００円」を「６

７，０００円」に，「２７０，０００円」を「２８０，０００円」に改め，同号ウの表中

「８８，０００円」を「８９，０００円」に，「２６０，０００円」を「２７０，０００

円」に，「６７０，０００円」を「６８０，０００円」に，「８９０，０００円」を「９

００，０００円」に改め，同項第１１５号ただし書中「８９０，０００円」を「９００，

０００円」に改め，同項第１２２号の４の次に次の１号を加える。 

(122)の５ 宅地造成等工事証明手数料 １件につき ４００円 

第２条第１項第１２３号の表中「８８，０００円」を「８９，０００円」に，「２６０，

０００円」を「２７０，０００円」に，「６７０，０００円」を「６８０，０００円」に，

「８９０，０００円」を「９００，０００円」に改め，同項第１２４号の２ア(ｱ)の表を

次のように改める。  

建て方及び住棟の総戸数 手数料 

長期優良住宅の普及の

促進に関する法律（平

成２０年法律第８７号

）第６条第１項各号に

掲げる基準の適吅性に

関し，住宅の品質確保

の促進等に関する法律

（平成１１年法律第８

１号。以下この号，第

１２４号の４及び第１

２４号の１１において

左の場吅以外の場吅 
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「住宅品質確保法」と

いう。）第６条の２第

３項に規定する確認書

（以下この号において

「確認書」という。）

又は同条第４項に規定

する住宅性能評価書の

交付を受けている場吅 

一戸建ての住宅 １６，４００円 

 

５６，５００円 

共同住宅等 １戸 １６，４００円 

 

５６，５００円 

２戸以上５戸

以下 

３１，１００円 

 

１３３，１００円 

６戸以上１０

戸以下 

５０，４００円 

 

２１２，２００円 

１１戸以上２

５戸以下 

９１，５００円 

 

４２４，９００円 

２６戸以上５

０戸以下 

１３６，０００円 

 

７４６，９００円 

５１戸以上１

００戸以下 

２０９，３００円 

 

１，２８２，３００円 

１０１戸以上

２００戸以下 

３３５，５００円 

 

２，３４７，９００円 

２０１戸以上 ４１７，３００円 

 

３，３４２，４００円 

第２条第１項第１２４号の２ア(ｲ)の表中「１９，９００円」を「２２，３００円」に，

「７３，６００円」を「８２，４００円」に，「３６，３００円」を「４０，６００円」

に，「１７２，８００円」を「１９３，５００円」に，「５９，７００円」を「６６，８

００円」に，「２７６，４００円」を「３０９，６００円」に，「９９，５００円」を「

１１１，３００円」に，「５４５，９００円」を「６１１，４００円」に，「１５９，５

００円」を「１７８，５００円」に，「９７７，５００円」を「１，０９４，９００円」

に，「２４３，８００円」を「２７２，９００円」に，「１，６８０，５００円」を「１，

８８２，３００円」に，「４１４，４００円」を「４６３，９００円」に，「３，１０９，
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１００円」を「３，４８２，５００円」に，「５２６，１００円」を「５８８，８００円

」に，「４，４４３，０００円」を「４，９７６，５００円」に改め，同項第１２４号の

４ア(ｱ)ａの表中「５，５００円」を「６，１００円」に，「１９，２００円」を「２１，

５００円」に，「３７，８００円」を「４１，７００円」に，「１０，８００円」を「１

１，９００円」に，「３５，９００円」を「４０，２００円」に，「７６，０００円」を

「８３，９００円」に，「１８，２００円」を「２０，１００円」に，「５１，９００円

」を「５８，１００円」に，「１０６，９００円」を「１１８，０００円」に，「３０，

１００円」を「３３，２００円」に，「７４，５００円」を「８３，４００円」に，「１

                     「                  

                                        

 「                       

」                    」      

４００円」に，「８９，９００円」を「９９，３００円」に，「１７０，５００円」を「

１９０，７００円」に，「３０９，７００円」を「３４２，１００円」に，「１４２，７

００円」を「１５７，６００円」に，「２４３，６００円」を「２７２，５００円」に，

「４２０，４００円」を「４６４，３００円」に，「１８１，４００円」を「２００，４

００円」に，「３１５，９００円」を「３５３，３００円」に，「５５２，１００円」を

「６０９，８００円」に，「１９５，２００円」を「２１５，６００円」に，「３６０，

８００円」を「４０３，３００円」に，「６４９，４００円」を「７１７，３００円」に

改め，同号ア(ｱ)ｂの表中「１０，７００円」を「１１，８００円」に，「１１９，９０

０円」を「１３２，３００円」に，「２９，７００円」を「３２，８００円」に，「１９

７，５００円」を「２１８，１００円」に，「８８，３００円」を「９７，５００円」に，

「３０７，３００円」を「３３９，５００円」に，「１３９，６００円」を「１５４，２

００円」に，「３９４，５００円」を「４３５，８００円」に，「１７６，２００円」を

「１９４，６００円」に，「４７１，４００円」を「５２０，７００円」に，「２２０，

２００円」を「２４３，２００円」に，「５４９，１００円」を「６０６，５００円」に

改め，同号ア(ｲ)ａ中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物の

エネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め，同号ア(ｲ)ａの表中「１０，７００

円」を「１１，８００円」に，「２９，７００円」を「３２，８００円」に，「８８，３

００円」を「９７，５００円」に，「１３９，６００円」を「１５４，２００円」に，「

５０，３００円 １１２，５００円 

 

５０，３００円」を「１６６，０００円」に，                   

５５，５００円 １２５，９００円 

 

を                    に，「２１５，９００円」を「２３８， 
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１７６，２００円」を「１９４，６００円」に，「２２０，２００円」を「２４３，２０

０円」に改め，同号ア(ｲ)ｂ(a)の表中「２６４，３００円」を「２９１，７００円」に，

「４２０，９００円」を「４６４，９００円」に，「５９８，８００円」を「６６１，５

００円」に，「７３４，３００円」を「８１１，２００円」に，「８６５，５００円」を

「９６５，１００円」に，「９８７，８００円」を「１，０９１，２００円」に改め，同

号ア(ｲ)ｂ(b)の表中「１０５，５００円」を「１０５，６００円」に，「１７６，５００

円」を「１７６，８００円」に，「２８５，６００円」を「２８６，１００円」に，「３

７２，８００円」を「３７３，５００円」に，「４４８，０００円」を「４４８，７００

円」に，「５２５，５００円」を「５２６，４００円」に改め，同項第１２４号の８中「

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」を「建築物のエネルギー消費

性能の向上等に関する法律施行規則」に改め，同項第１２４号の９ア(ｱ)の表中「５，５

００円」を「６，１００円」に，「１９，２００円」を「２１，５００円」に，「３７，

３００円」を「４１，７００円」に，「２０，７００円」を「２３，１００円」に，「４

１，６００円」を「４６，６００円」に，「１０，７００円」を「１１，９００円」に，

「３５，９００円」を「４０，２００円」に，「７４，９００円」を「８３，９００円」

に，「２２，３００円」を「２４，９００円」に，「６２，０００円」を「６９，４００

円」に，「１２４，９００円」を「１３９，８００円」に，「４９，５００円」を「５５，

３００円」に，「１１２，３００円」を「１２５，７００円」に，「２１２，７００円」

を「２３８，２００円」に，「８８，５００円」を「９９，０００円」に，「１７０，１

００円」を「１９０，４００円」に，「３０５，２００円」を「３４１，７００円」に改

め，同号ア(ｲ)ａの表中「１０，５００円」を「１１，８００円」に，「２４６，０００

円」を「２７５，６００円」に，「２９，３００円」を「３２，８００円」に，「３９７，

７００円」を「４４５，５００円」に，「８７，１００円」を「９７，５００円」に，「

５６７，５００円」を「６３５，６００円」に，「１３７，７００円」を「１５４，２０

０円」に，「６９８，９００円」を「７８２，９００円」に，「１７３，８００円」を「

１９４，６００円」に，「８２６，１００円」を「９２５，３００円」に，「２１７，１

００円」を「２４３，２００円」に，「９４２，４００円」を「１，０５５，６００円」

に改め，同号ア(ｲ)ｂの表中「１０，５００円」を「１１，８００円」に，「９４，３０

０円」を「１０５，６００円」に，「２９，３００円」を「３２，８００円」に，「１５

７，９００円」を「１７６，８００円」に，「８７，１００円」を「９７，５００円」に，
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「２５５，４００円」を「２８６，１００円」に，「１３７，７００円」を「１５４，２

００円」に，「３３３，４００円」を「３７３，５００円」に，「１７３，８００円」を

「１９４，６００円」に，「４００，６００円」を「４４８，７００円」に，「２１７，

１００円」を「２４３，２００円」に，「４６９，９００円」を「５２６，４００円」に

改め，同項第１２４号の１１ア(ｱ)の表中「５，５００円」を「６，１００円」に，「３

７，３００円」を「４１，７００円」に，「４１，６００円」を「４６，６００円」に，

「１０，７００円」を「１１，９００円」に，「７４，９００円」を「８３，９００円」

に，「２２，３００円」を「２４，９００円」に，「１２４，９００円」を「１３９，８

００円」に，「４９，５００円」を「５５，３００円」に，「２１２，７００円」を「２

３８，２００円」に，「８８，５００円」を「９９，０００円」に，「３０５，２００円

」を「３４１，７００円」に改め，同号ア(ｲ)の表中「５，５００円」を「６，１００円

」に，「１９，２００円」を「２１，５００円」に，「２０，７００円」を「２３，１０

０円」に，「１０，７００円」を「１１，９００円」に，「３５，９００円」を「４０，

２００円」に，「２２，３００円」を「２４，９００円」に，「６２，０００円」を「６

９，４００円」に，「４９，５００円」を「５５，３００円」に，「１１２，３００円」

を「１２５，７００円」に，「８８，５００円」を「９９，０００円」に，「１７０，１

００円」を「１９０，４００円」に改め，同号イ(ｱ)の表中「１０，５００円」を「１１，

８００円」に，「２４６，０００円」を「２７５，６００円」に，「２９，３００円」を

「３２，８００円」に，「３９７，７００円」を「４４５，５００円」に，「８７，１０

０円」を「９７，５００円」に，「５６７，５００円」を「６３５，６００円」に，「１

３７，７００円」を「１５４，２００円」に，「６９８，９００円」を「７８２，９００

円」に，「１７３，８００円」を「１９４，６００円」に，「８２６，１００円」を「９

２５，３００円」に，「２１７，１００円」を「２４３，２００円」に，「９４２，４０

０円」を「１，０５５，６００円」に改め，同号イ(ｲ)の表中「１０，５００円」を「１

１，８００円」に，「９４，３００円」を「１０５，６００円」に，「２９，３００円」

を「３２，８００円」に，「１５７，９００円」を「１７６，８００円」に，「８７，１

００円」を「９７，５００円」に，「２５５，４００円」を「２８６，１００円」に，「

１３７，７００円」を「１５４，２００円」に，「３３３，４００円」を「３７３，５０

０円」に，「１７３，８００円」を「１９４，６００円」に，「４００，６００円」を「

４４８，７００円」に，「２１７，１００円」を「２４３，２００円」に，「４６９，９
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００円」を「５２６，４００円」に改め，同項第１２８号ア中「１２，０００円」を「１

３，０００円」に改め，同号ウ中「７，０００円」を「８，０００円」に改め，同号エ中

「４，０００円」を「５，０００円」に改め，同号オ中「１０，０００円」を「１１，０

００円」に改め，同項第１３０号ア中「１８，０００円」を「２０，０００円」に改め，

同号イ中「１１，０００円」を「１３，０００円」に改め，同号ウ中「１２，０００円」

を「１３，０００円」に改め，同項第１３２号ア中「１７，０００円」を「１９，０００

円」に改め，同号イ中「１１，０００円」を「１２，０００円」に改め，同項第１３３号

の表中「１３，０００円」を「１５，０００円」に，「１６，０００円」を「１８，００

０円」に，「２２，０００円」を「２５，０００円」に，「３０，０００円」を「３３，

０００円」に，「４９，０００円」を「５５，０００円」に，「６６，０００円」を「７

４，０００円」に，「１５０，０００円」を「１６５，０００円」に，「２４０，０００

円」を「２６８，０００円」に，「５００，０００円」を「５５１，０００円」に改め，

同項第１３４号ア中「１７，０００円」を「１８，０００円」に改め，同号イ中「１１，

０００円」を「１２，０００円」に改め，同号ウ中「１２，０００円」を「１３，０００

円」に改め，同項第１３５号中「１２０，０００円」を「１３６，０００円」に改め，同

項第１３５号の２中「５０，０００円」を「５７，０００円」に改め，同項第１３５号の

３中「２７，０００円」を「３１，０００円」に改め，同項第１３６号及び第１３７号中

「３３，０００円」を「３７，０００円」に改め，同項第１３８号中「２７，０００円」

を「３１，０００円」に改め，同項第１３９号及び第１４０号中「１６０，０００円」を

「１８２，０００円」に改め，同項第１４１号中「１８０，０００円」を「２０１，００

０円」に改め，同項第１４１号の２中「１１０，０００円」を「１３２，０００円」に改

め，同項第１４１号の３中「１５０，０００円」を「１６９，０００円」に改め，同項第

１４２号中「１６０，０００円」を「１８２，０００円」に改め，同項第１４３号中「２

７，０００円」を「３１，０００円」に改め，同項第１４３号の２及び第１４４号中「１

６０，０００円」を「１８２，０００円」に改め，同項第１４５号中「３３，０００円」

を「３７，０００円」に改め，同項第１４６号中「１６０，０００円」を「１８２，００

０円」に改め，同項第１４７号中「２７，０００円」を「３１，０００円」に改め，同項

第１４８号及び第１４９号中「１６０，０００円」を「１８２，０００円」に改め，同項

第１５０号中「２７，０００円」を「３１，０００円」に改め，同項第１５１号から第１

５３号までの規定中「１６０，０００円」を「１８２，０００円」に改め，同項第１５４
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号中「２７，０００円」を「３１，０００円」に改め，同項第１５５号中「１６０，００

０円」を「１８２，０００円」に改め，同項第１５６号中「２７，０００円」を「３１，

０００円」に改め，同項第１５７号中「１６０，０００円」を「１８２，０００円」に改

め，同項第１５８号から第１６０号までの規定中「２７，０００円」を「３１，０００円

」に改め，同項第１６１号中「１６０，０００円」を「１８２，０００円」に改め，同項

第１６２号中「１２０，０００円」を「１３６，０００円」に改め，同項第１６２号の２

中「１６０，０００円」を「１８２，０００円」に改め，同項第１６３号ア中「７８，０

００円」を「８９，０００円」に改め，同号イ中「７８，０００円」を「８９，０００円

」に，「２８，０００円」を「３２，０００円」に改め，同項第１６４号ア中「７８，０

００円」を「８９，０００円」に改め，同号イ中「７８，０００円」を「８９，０００円

」に，「２８，０００円」を「３２，０００円」に改め，同項第１６５号ア中「２３８，

０００円」を「２７１，０００円」に改め，同号イ中「２３８，０００円」を「２７１，

０００円」に，「２８，０００円」を「３２，０００円」に改め，同項第１６６号ア中「

２３８，０００円」を「２７１，０００円」に改め，同号イ中「２３８，０００円」を「

２７１，０００円」に，「２８，０００円」を「３２，０００円」に改め，同項第１６７

号ア中「７８，０００円」を「８９，０００円」に改め，同号イ中「７８，０００円」を

「８９，０００円」に，「２８，０００円」を「３２，０００円」に改め，同項第１６８

号ア中「２３８，０００円」を「２７１，０００円」に改め，同号イ中「２３８，０００

円」を「２７１，０００円」に，「２８，０００円」を「３２，０００円」に改め，同項

第１６９号ア中「２３８，０００円」を「２７１，０００円」に改め，同号イ中「２３８，

０００円」を「２７１，０００円」に，「２８，０００円」を「３２，０００円」に改め，

同項第１７０号中「６，４００円」を「７，０００円」に，「１２，０００円」を「１４，

０００円」に改め，同項第１７１号から第１７１号の４までの規定中「２７，０００円」

を「３１，０００円」に改め，同項第１７１号の５中「１２０，０００円」を「１３６，

０００円」に改め，同項第１７１号の６中「１６０，０００円」を「１８２，０００円」

に改め，同号の次に次の２号を加える。 

(171)の７ 既存建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料（建築基準法施行令

（昭和２５年政令第３３８号）第１３７条の１２第６項関係） １件につき ３１，

０００円 

(171)の８ 既存建築物の道路内における建築認定申請手数料（建築基準法施行令第１３
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７条の１２第７項関係） １件につき ３１，０００円 

第２条第１項第１７２号中「１６０，０００円」を「１８２，０００円」に改め，同項

第１７３号中「建築確認済証証明手数料」を「建築確認台帳記載証明手数料」に，「３６

０円」を「４００円」に改め，同項第１７４号中「建築検査済証証明手数料」を「開発行

為又は建築等に関する証明手数料」に，「３６０円」を「４００円」に改め，同項中第１

７４号の３を第１７４号の８とし，第１７４号の２を第１７４号の７とし，同号の前に次

の５号を加える。 

(174)の２ 認定長期優良住宅等証明手数料 １件につき ４００円 

(174)の３ 道路台帳平面図原本証明手数料 １件につき ３６０円 

(174)の４ 市道認定路線証明手数料 １件につき ３６０円 

(174)の５ 都市計画証明手数料 １件につき ３６０円 

(174)の６ 境界確認済証明手数料 １件につき ３６０円 

付 則 

この条例は，令和７年４月１旣から施行する。ただし，第２条第１項第１２４号の４ア

(ｲ)ａの改正規定（「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエ

ネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改める部分に限る。），同項第１２４号の８

の改正規定及び同項第１７１号の６の次に２号を加える改正規定は，公布の旣から施行す

る。 

 

（提案理由） 

診療所開設許可手数料，開発行為許可申請手数料等の適正化を図るとともに，証明手数

料に係る対象の明確化を図るため，本案を提出する。 
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議案第１０９号   

令和６年９月６日提出   

松山市長 野 志 克 仁   

 

松山市安岡避難地条例の一部改正について 

松山市安岡避難地条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

記 

松山市安岡避難地条例の一部を改正する条例 

松山市安岡避難地条例（平成１６年条例第６１号）の一部を次のように改正する。 

別表中「５１０円」を「６６０円」に，「２５０円」を「３２０円」に改める。 

付 則 

この条例は，令和７年４月１日から施行する。 

 

（提案理由） 

安岡避難地使用料の適正化を図るため，本案を提出する。 
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議案第１１０号   

令和６年９月６日提出   

松山市長 野 志 克 仁   

 

松山市坂の上の雲ミュージアム条例の一部改正について 

松山市坂の上の雲ミュージアム条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

記 

松山市坂の上の雲ミュージアム条例の一部を改正する条例 

松山市坂の上の雲ミュージアム条例（平成１８年条例第３１号）の一部を次のように改

正する。 

別表第１中「４００円」を「５００円」に，「２００円」を「２５０円」に，「３２０

円」を「４００円」に，「１６０円」を「２００円」に，「１００円」を「１２０円」に

改め，同表備考第１項第３号中「本市の区域内に居住する」を削る。 

別表第２中「１，２００円」を「１，５００円」に，「８，６４０円」を「１０，００

０円」に改め，同表備考第５項中「１，８００円」を「２，２５０円」に改める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日以後の会議室の利用に係る使用料であって，この条例の公布の際

現に松山市坂の上の雲ミュージアム条例第４条第１項の許可に係る申請がされている利

用に係るものは，なお従前の例による。 

 

（提案理由） 

坂の上の雲ミュージアムの観覧料及び会議室使用料の適正化を図るため，本案を提出す

る。 
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議案第１１１号   

令和６年９月６日提出   

松山市長 野 志 克 仁   

 

松山市民会館条例等の一部改正について 

松山市民会館条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

記 

松山市民会館条例等の一部を改正する条例 

 （松山市民会館条例の一部改正） 

第１条 松山市民会館条例（昭和４０年条例第９号）の一部を次のように改正する。 

別表第１項の表中「２３，６２０円」を「３０，７００円」に，「４９，２９０円」

を「６４，０７０円」に，「６１，６２０円」を「８０，１００円」に，「１２０，１

５０円」を「１５６，１９０円」に，「２７，７２０円」を「３６，０３０円」に，「

５８，５３０円」を「７６，０８０円」に，「７３，９４０円」を「９６，１２０円」

に，「１４３，７８０円」を「１８６，９１０円」に，「８，２１０円」を「１０，６

７０円」に，「１８，４８０円」を「２４，０２０円」に，「４５，１８０円」を「５

８，７３０円」に，「１０，２７０円」を「１３，３５０円」に，「２１，５６０円」

を「２８，０２０円」に，「５３，４００円」を「６９，４２０円」に，「３，０８０

円」を「４，０００円」に，「７，１８０円」を「９，３３０円」に，「１６，４３０

円」を「２１，３５０円」に，「４，１００円」を「５，３３０円」に，「２０，５４

０円」を「２６，７００円」に，「１，８４０円」を「２，３９０円」に，「２，８７

０円」を「３，７３０円」に，「３，４９０円」を「４，５３０円」に，「１，６４０

円」を「２，１３０円」に，「２，６７０円」を「３，４７０円」に，「３，１８０円

」を「４，１３０円」に，「６，７７０円」を「８，８００円」に，「２，０５０円」

を「２，６６０円」に，「３，３８０円」を「４，３９０円」に，「８，６２０円」を

「１１，２００円」に，「１，３３０円」を「１，７２０円」に，「２，１５０円」を

「２，７９０円」に，「２，５６０円」を「３，３２０円」に，「５，４４０円」を「

７，０７０円」に，「１，０２０円」を「１，３２０円」に，「１，７４０円」を「２，

２６０円」に，「４，８２０円」を「６，２６０円」に，「３，５９０円」を「４，６

６０円」に，「５，１３０円」を「６，６６０円」に，「１，４３０円」を「１，８５
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０円」に，「１，２３０円」を「１，５９０円」に，「１，９５０円」を「２，５３０

円」に，「２，４６０円」を「３，１９０円」に，「５，０３０円」を「６，５３０円

」に改める。 

 （松山市北条市民会館条例の一部改正） 

第２条 松山市北条市民会館条例（平成１６年条例第４４号）の一部を次のように改正す

る。 

別表第１項の表中「８，６５０円」を「１１，２４０円」に，「１６，２７０円」を

「２１，１５０円」に，「２０，６００円」を「２６，７８０円」に，「４１，３００

円」を「５３，６９０円」に，「１０，８１０円」を「１４，０５０円」に，「１９，

４６０円」を「２５，２９０円」に，「２３，８９０円」を「３１，０５０円」に，「 

                     「         「        

                             」         」 

に，「９４０円」を「１，２２０円」に，「１，２５０円」を「１，６２０円」に，「 

                   「         「          

                           」         」   

「８４０円」を「１，０９０円」に，「１，６７０円」を「２，１７０円」に，「１，

３６０円」を「１，７６０円」に，「１，７８０円」を「２，３１０円」に，「３，５

７０円」を「４，６４０円」に，「３，７００円」を「４，８１０円」に，「５，３５

０円」を「６，９５０円」に，「６，７９０円」を「８，８２０円」に，「１３，５９

０円」を「１７，６６０円」に，「１，９９０円」を「２，５８０円」に，「５，２５

０円」を「６，８２０円」に，「３，２９０円」を「４，２７０円」に，「４，４２０

円」を「５，７４０円」に，「５，５６０円」を「７，２２０円」に，「１１，１２０

円」を「１４，４５０円」に改め，同別表第７項中「の舞台」を削り，「３０パーセン

ト」を「７０パーセント」に改め，同別表第９項第１号中「５，２５０円」を「６，８

２０円」に改め，同別表第１０項第１号中「１０，４９０円」を「１３，６３０円」に

改める。 

（松山市北条ふるさと館条例の一部改正） 

第３条 松山市北条ふるさと館条例（平成１６年条例第５２号）の一部を次のように改正

する。 

第５条第２項ただし書中「市長が相当の理由があると認めたとき」を「規則で定める

 ４８，８２０円」を「６３，４６０円」に，         を          ６２０円 

 

８００円 

 

２，６２０円」を「３，４００円」に，         を         に， ４２０円 

 

５４０円 
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場合」に改める。 

                          「         「   

                                  」      

                                        

     」                                   

円」に，「２，６２０円」を「３，６１０円」に，「１，３６０円」を「２，０４０円

」に，「１，７８０円」を「２，１３０円」に，「３，５７０円」を「４，９３０円」

に，「３，６７０円」を「５，５００円」に，「５，３５０円」を「８，０２０円」に，

「６，６１０円」を「７，９２０円」に，「１３，３３０円」を「１８，４５０円」に

改める。 

付 則 

この条例は，令和７年４月１日から施行する。 

 

（提案理由） 

松山市民会館使用料等の適正化を図るため，本案を提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１項の表中「午後１０時」を「午後９時」に，         を     ６２０円 

 

９３０円 

 

   

 

に，「９４０円」を「１，４１０円」に，「１，２５０円」を「１，５００ 
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議案第１１２号   

令和６年９月６日提出   

松山市長 野 志 克 仁   

 

松山市総合コミュニティセンター条例等の一部改正について 

松山市総合コミュニティセンター条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

記 

松山市総合コミュニティセンター条例等の一部を改正する条例 

（松山市総合コミュニティセンター条例の一部改正） 

第１条 松山市総合コミュニティセンター条例（昭和５９年条例第１５号）の一部を次の

ように改正する。 

第９条第２項ただし書中「国若しくは地方公共団体が使用する場合又は使用時間の超

過に対する使用料の」を「規則で定める」に改める。 

別表第１第１項の表中「６，８２０円」を「８，８６０円」に，「１０，１９０円」

を「１３，２４０円」に，「１３，５５０円」を「１７，６１０円」に，「１７，０１

０円」を「２２，１１０円」に，「２３，７４０円」を「３０，８６０円」に，「３０，

５６０円」を「３９，７２０円」に，「２０，４６０円」を「２６，５９０円」に，「

３０，５７０円」を「３９，７４０円」に，「４０，６５０円」を「５２，８４０円」

に，「５１，０３０円」を「６６，３３０円」に，「７１，２２０円」を「９２，５８

０円」に，「９１，６８０円」を「１１９，１８０円」に，「４０，７６０円」を「５

２，９８０円」に，「６１，１４０円」を「７９，４８０円」に，「８１，５２０円」

を「１０５，９７０円」に，「１０１，９００円」を「１３２，４７０円」に，「１４

２，６６０円」を「１８５，４５０円」に，「１８３，４２０円」を「２３８，４４０

円」に，「１５２，８５０円」を「１９８，７００円」に，「２０３，８００円」を「

２６４，９４０円」に，「２５４，７５０円」を「３３１，１７０円」に，「３５６，

６５０円」を「４６３，６４０円」に，「４５８，５５０円」を「５９６，１１０円」

に，「高校生以下 ５０円」を「高校生以下 ６０円」に，「その他１００円」を「そ

の他 １２０円」に，「９１０円」を「１，１８０円」に，「１，３２０円」を「１，

７１０円」に，「１，８３０円」を「２，３７０円」に，「２，２３０円」を「２，８

９０円」に，「３，１５０円」を「４，０９０円」に，「４，０６０円」を「５，２７
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０円」に，「につき３００円」を「につき ３６０円」に，「につき ８１０円」を「 

              「                      「   

                

                

                                   」 

 

 

 

                    」 

     「         「  

                

                

                

               

               

               

               

               

               

               

           」         」 

別表第２第１項の表中「１５，２８０円」を「１９，８６０円」に，「２５，４７０

円」を「３３，１１０円」に，「３４，６４０円」を「４５，０３０円」に，「６７，

２５０円」を「８７，４２０円」に，「１８，３４０円」を「２３，８４０円」に，「

３０，５７０円」を「３９，７４０円」に，「４１，７７０円」を「５４，３００円」

に，「８１，５２０円」を「１０５，９７０円」に，「２，０３０円」を「２，６３０

円」に，「３，３６０円」を「４，３６０円」に，「４，０７０円」を「５，２９０円

」に，「８，５５０円」を「１１，１１０円」に，「１，２２０円」を「１，５８０円

」に，「１，９３０円」を「２，５００円」に，「２，４４０円」を「３，１７０円」

に，「４，９９０円」を「６，４８０円」に，「６１０円」を「７９０円」に，「１，

１，５

２０円 

２，０

３０円 

２，５

４０円 

３，５

５０円 

４，５

７０円 

６，０

９０円 

８１０

円 

１，２

２０円 

１，５

２０円 

２，０

３０円 

２，７

４０円 

３，５

５０円 

 

につき １，０５０円」に，                      を 

円」に，         を         に改める。 

 

 

最初の１時間 

１５０円 

以後１時間に

つき 

１００円 

最初の１時間 

２００円 

以後１時間に

つき 

１５０円 

最初の１時間 

２５０円 

以後１時間に

つき 

２００円 

 

，９ 

０円 

２，６

３０円 

３，３

００円 

４，６

１０円 

５，９

４０円 

７，９

１０円 

，０ 

０円 

１，５

８０円 

１，９

７０円 

２，６

３０円 

３，５

６０円 

４，６

１０円 

 

           に，「１５，２８０円」を「１９，８６０ 

最初の１時間

 １８０円 

以後１時間に

つき １２０

円 

最初の１時間

 ２４０円 

以後１時間に

つき １８０

円 

最初の１時間

 ３００円 

以後１時間に

つき ２４０

円 

 

１ 

７ 

１ 

５ 
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０１０円」を「１，３１０円」に，「２，５４０円」を「３，３００円」に，「１２，

２２０円」を「１５，８８０円」に，「２０，１７０円」を「２６，２２０円」に，「

２４，２５０円」を「３１，５２０円」に，「５０，９５０円」を「６６，２３０円」

に，「３，５６０円」を「４，６２０円」に，「４，５８０円」を「５，９５０円」に，

「５，６００円」を「７，２８０円」に，「９，１７０円」を「１１，９２０円」に，

「５，０９０円」を「６，６１０円」に，「６，１１０円」を「７，９４０円」に，「

８，１５０円」を「１０，５９０円」に，「１７，３２０円」を「２２，５１０円」に，

「１，８３０円」を「２，３７０円」に，「２，８５０円」を「３，７００円」に，「

３，４６０円」を「４，４９０円」に，「７，１３０円」を「９，２６０円」に，「１，

４２０円」を「１，８４０円」に，「１，７３０円」を「２，２４０円」に，「３，７

７０円」を「４，９００円」に，「１００円」を「１３０円」に改め，同別表第２項の

表中「１７，３２０円」を「２２，５１０円」に，「３２，２００円」を「４１，８６

０円」に，「４０，５５０円」を「５２，７１０円」に，「８１，８２０円」を「１０

６，３６０円」に，「２０，９９０円」を「２７，２８０円」に，「３５，７６０円」

を「４６，４８０円」に，「４７，８９０円」を「６２，２５０円」に，「９３，６４

０円」を「１２１，７３０円」に，「１９，３６０円」を「２５，１６０円」に，「３

７，１９０円」を「４８，３４０円」に，「４６，７７０円」を「６０，８００円」に，

「９４，３５０円」を「１２２，６５０円」に，「２３，６４０円」を「３０，７３０

円」に，「４１，２６０円」を「５３，６３０円」に，「５３，９００円」を「７０，

０７０円」に，「１０５，６７０円」を「１３７，３７０円」に，「２１，６００円」

を「２８，０８０円」に，「４２，１８０円」を「５４，８３０円」に，「５２，９８

０円」を「６８，８７０円」に，「１０６，８９０円」を「１３８，９５０円」に，「

２６，３９０円」を「３４，３００円」に，「４６，６７０円」を「６０，６７０円」

に，「６０，１２０円」を「７８，１５０円」に，「１１７，８９０円」を「１５３，

２５０円」に，「２５，４７０円」を「３３，１１０円」に，「４７，１７０円」を「

６１，３２０円」に，「５９，４００円」を「７７，２２０円」に，「１１９，４２０

円」を「１５５，２４０円」に，「２９，８５０円」を「３８，８００円」に，「５２，

１７０円」を「６７，８２０円」に，「６８，８８０円」を「８９，５４０円」に，「

１３６，２４０円」を「１７７，１１０円」に，「３０，５７０円」を「３９，７４０

円」に，「５２，０７０円」を「６７，６９０円」に，「６７，５５０円」を「８７，
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８１０円」に，「１３６，６４０円」を「１７７，６３０円」に，「３３，２１０円」

を「４３，１７０円」に，「５７，７７０円」を「７５，１００円」に，「７８，４６

０円」を「１０１，９９０円」に，「１５４，３７０円」を「２００，６８０円」に，

「３９，４３０円」を「５１，２５０円」に，「６９，５９０円」を「９０，４６０円

」に，「８９，０６０円」を「１１５，７７０円」に，「１８２，４００円」を「２３

７，１２０円」に，「４３，６１０円」を「５６，６９０円」に，「７７，０３０円」

を「１００，１３０円」に，「１０２，６１０円」を「１３３，３９０円」に，「２０

３，６９０円」を「２６４，７９０円」に，「５０，９５０円」を「６６，２３０円」

に，「６９，２９０円」を「９０，０７０円」に，「１３４，５００円」を「１７４，

８５０円」に，「３６，６８０円」を「４７，６８０円」に，「６１，１４０円」を「

７９，４８０円」に，「８３，５５０円」を「１０８，６１０円」に，「１６３，０４

０円」を「２１１，９５０円」に改める。 

別表第３第１項の表中「２９，５５０円」を「３８，４１０円」に，「３９，７４０

円」を「５１，６６０円」に，「４９，９３０円」を「６４，９００円」に，「１０６，

９９０円」を「１３９，０８０円」に，「３５，６６０円」を「４６，３５０円」に，

「４７，８９０円」を「６２，２５０円」に，「６０，１２０円」を「７８，１５０円

」に，「１２９，４１０円」を「１６８，２３０円」に，「２５，４７０円」を「３３，

１１０円」に，「３３，６２０円」を「４３，７００円」に，「４１，７７０円」を「

５４，３００円」に，「９０，６９０円」を「１１７，８９０円」に，「３０，５７０

円」を「３９，７４０円」に，「４０，７６０円」を「５２，９８０円」に，「１０９，

０３０円」を「１４１，７３０円」に，「１００円」を「１３０円」に改める。 

別表第４第２項の表自動車の項中「１時間」を「４５分」に改め，同表バスの項中「

５００円」を「６５０円」に，「２００円」を「２６０円」に改め，同表備考第４号中

「８，０００円」を「１０，４００円」に改め，同別表第３項の表中「１００円」を「

１３０円」に改める。 

別表第５中「２００円」を「２４０円」に，「４００円」を「４８０円」に，「３，

０００円」を「３，９００円」に改める。 

別表第５の２第１項の表中「４，２７０円」を「５，５５０円」に，「７，２３０円

」を「９，３９０円」に，「９，７８０円」を「１２，７１０円」に，「１８，８５０

円」を「２４，５００円」に，「５，１９０円」を「６，７４０円」に，「８，７６０
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円」を「１１，３８０円」に，「１１，８２０円」を「１５，３６０円」に，「２２，

８２０円」を「２９，６６０円」に改める。 

別表第５の３第１項の表中「８，１５０円」を「１０，５９０円」に改める。 

（松山市野外活動センター条例の一部改正） 

第２条 松山市野外活動センター条例（平成２年条例第１０号）の一部を次のように改正

する。 

第５条第１項ただし書を次のように改める。 

ただし，規則で定める場合は，この限りでない。 

                           「 

                         

       「 

     」                」 

６０円」に，「２，２５０円」を「３，３７０円」に，「５１０円」を「７６０円」に，

「２，０４０円」を「３，０６０円」に，「２００円」を「３００円」に，「１，３３ 

              「                「     

                             」       

            

       」    

表第２項の表中「３，０７０」を「４，６００」に，「２００」を「３００」に，「 

                               「     

１２，３００」を「１８，４５０」に，「５１０」を「７６０」に， 

                                     

  「 

 を         に，「１，０２０」を「１，５３０」に，「２，０５０」を「 

」         」 

３，０７０」に，「４００」を「６００」に改め，同別表第３項の表中「８２０」を「

１，２３０」に，「１，６４０」を「２，４６０」に，「５１０」を「７６０」に，「 

                         「        「   

                                」 

     

１時間  別表第１項の表中「１，０２０円」を「１，５３０円」に，  

１時間 ４５０円 ３００円 を                 に，「１，６４０円」を「２，４ 

０円」を「１，９９０円」に，                を １回 ３００円 

４２０円 

１回 

に改め，同表備考第７項中「１００円」を「１４０円」に改め，同別 

７０ 

 

 

２００ 

５０ 

 

 

４１０」を「６１０」に，「３００」を「４５０」に，        を ３ 

００ に，「３，０７０」を「４，６００」に，「２，５６０」を「３，８４０」に， 
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   」 

                                 「 

                                    

                                    

                                        

  「       「           「          

   

   

」       」           」           」 

円」を「３００円」に改める。 

（松山中央公園体育施設条例の一部改正） 

第３条 松山中央公園体育施設条例（平成１１年条例第２６号）の一部を次のように改正

する。 

第５条に次の１項を加える。 

４ 使用料は，前納とする。ただし，規則で定める場合は，この限りでない。 

別表第１第１項の表中「４，３２０円」を「５，６１０円」に，「１，０８０円」を

「１，４００円」に，「８，６５０円」を「１１，２４０円」に，「２，１６０円」を

「２，８００円」に，「８６，５００円」を「１１２，４５０円」に，「２１，６００

円」を「２８，０８０円」に，「１２，９７０円」を「１６，８６０円」に，「２５，

９５０円」を「３３，７３０円」に，「２５９，５００円」を「３３７，３５０円」に

改め，同別表第２項の表中「４３０円」を「５５０円」に，「８６０円」を「１，１１

０円」に，「１，０８０円」を「１，４００円」に，「２，１６０円」を「２，８００

円」に，「２１０円」を「２７０円」に，「１，５１０円」を「１，９６０円」に，「

５，４００円」を「７，０２０円」に，「３，２４０円」を「４，２１０円」に，「３

２，４００円」を「４２，１２０円」に，「１６２，０００円」を「２１０，６００円

」に，「２５，９２０円」を「３３，６９０円」に，「１２９，６００円」を「１６８，

４８０円」に，「１９，４４０円」を「２５，２７０円」に，「９７，２００円」を「

１２６，３６０円」に，「１２，９６０円」を「１６，８４０円」に，「６４，８００

円」を「８４，２４０円」に，「６，４８０円」を「８，４２０円」に改め，同別表第

３項の表中「４３０円」を「５５０円」に改め，同別表第４項の表中「２１０円」を「

７０ 

 

１５０ 

 

 

９０ 

 

２１０ 

 

 

「５，１２０」を「７，６８０」に，「１，０２０」を「１，５３０」に， 

１００平

方メート

ル 

１日 

１００ 

 

１００平

方メート

ル 

１日 

１５０ 

 

 を       に，          を           に，「２００ 
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２７０円」に，「４３０円」を「５５０円」に改める。 

別表第４第１項の表中「３，４６０円」を「４，４９０円」に，「８６０円」を「１，

１１０円」に，「６，９２０円」を「８，９９０円」に，「１，７３０円」を「２，２

４０円」に，「６９，２００円」を「８９，９６０円」に，「１７，３００円」を「２

２，４９０円」に，「１０，３８０円」を「１３，４９０円」に，「２０，７６０円」

を「２６，９８０円」に，「２０７，６００円」を「２６９，８８０円」に改め，同別

表第２項の表中「４３０円」を「５５０円」に，「８６０円」を「１，１１０円」に，

「２１０円」を「２７０円」に，「３，２４０円」を「４，２１０円」に，「１，０８

０円」を「１，４００円」に，「５，４００円」を「７，０２０円」に，「２，１５０

円」を「２，７９０円」に，「４，３２０円」を「５，６１０円」に，「２１，６００

円」を「２８，０８０円」に，「２，１６０円」を「２，８００円」に，「１０，８０

０円」を「１４，０４０円」に改める。 

別表第７第１項の表中「３，４６０円」を「４，４９０円」に，「１，７３０円」を

「２，２４０円」に，「４，３２０円」を「５，６１０円」に，「２，１６０円」を「

２，８００円」に，「４３，２００円」を「５６，１６０円」に，「２１，６００円」

を「２８，０８０円」に，「８６０円」を「１，１１０円」に，「１，０８０円」を「

１，４００円」に，「１０，８００円」を「１４，０４０円」に改め，同別表第２項の

表中「２１０円」を「２７０円」に，「４３０円」を「５５０円」に，「２，５６０円

」を「３，３２０円」に，「５，１２０円」を「６，６５０円」に，「１，２８０円」

を「１，６６０円」に，「６４０円」を「８３０円」に，「３２０円」を「４１０円」

に改める。 

別表第８第１項の表中「５，１８０円」を「６，７３０円」に，「１，２９０円」を

「１，６７０円」に，「６，４８０円」を「８，４２０円」に，「１，６２０円」を「

２，１００円」に，「６４，８００円」を「８４，２４０円」に，「１６，２００円」

を「２１，０６０円」に，「２，５９０円」を「３，３６０円」に，「６４０円」を「

８３０円」に，「３，２４０円」を「４，２１０円」に，「８１０円」を「１，０５０

円」に，「３２，４００円」を「４２，１２０円」に，「８，１００円」を「１０，５

３０円」に，「７６０円」を「９８０円」に，「３８０円」を「４９０円」に，「１，

０８０円」を「１，４００円」に，「５４０円」を「７００円」に，「１０，８００円

」を「１４，０４０円」に，「５，４００円」を「７，０２０円」に改め，同別表第２
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項の表中「１，５２０円」を「１，９７０円」に，「７６０円」を「９８０円」に改め

る。 

別表第１０第１項の表中「１５０円」を「１８０円」に，「２００円」を「２４０円

」に，「２５０円」を「３００円」に改め，同別表第２項の表中「５１０円」を「６６

０円」に，「８，２４０円」を「１０，７１０円」に，「１０，３００円」を「１３，

３９０円」に，「１０３，０００円」を「１３３，９００円」に，「１，６４０円」を

「２，１３０円」に，「２，０６０円」を「２，６７０円」に，「２０，６００円」を

「２６，７８０円」に，「１１，２８０円」を「１４，６６０円」に，「１４，１１０

円」を「１８，３４０円」に，「１４１，１００円」を「１８３，４３０円」に改め，

同別表第３項の表中「４１０円」を「５３０円」に，「６１０円」を「７９０円」に，

「７２０円」を「９３０円」に，「３００円」を「３９０円」に改める。 

（松山市体育施設条例の一部改正） 

第４条 松山市体育施設条例（平成１６年条例第５７号）の一部を次のように改正する。 

第４条第３項ただし書中「市長が相当の理由があると認めたとき」を「規則で定める

場合」に改める。 

別表第１第一広場の部及び第二広場の部を次のように改める。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２中「３，０００円」を「３，９００円」に，「２，４００円」を「３，１２

０円」に，「１，５００円」を「１，９５０円」に，「１，２００円」を「１，５６０

円」に，「４，０００円」を「５，２００円」に，「３，２００円」を「４，１６０円

」に，「２，０００円」を「２，６００円」に，「１，６００円」を「２，０８０円」

第一

広場 

平日 全日 ７，８００円 ３，９００円 ６，２４０円 ３，１２０円 

午前又は

午後 

３，９００円 １，９５０円 ３，１２０円 １，５６０円 

土曜日 

日曜日 

祝日 

全日 １０，４００円 ５，２００円 ８，３２０円 ４，１６０円 

午前又は

午後 

５，２００円 ２，６００円 ４，１６０円 ２，０８０円 

第二

広場 

平日 全日 ５，２００円 ２，６００円 ４，１６０円 ２，０８０円 

午前又は

午後 

２，６００円 １，３００円 ２，０８０円 １，０４０円 

土曜日 

日曜日 

祝日 

全日 ６，２４０円 ３，１２０円 ５，２００円 ２，６００円 

午前又は

午後 

３，１２０円 １，５６０円 ２，６００円 １，３００円 
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に改める。 

別表第３中「５００円」を「６５０円」に，「１，８００円」を「２，３４０円」に，

「３５０円」を「４５０円」に，「１，３００円」を「１，６９０円」に改める。 

別表第４第１項の表中「１５０円」を「１８０円」に，「１００円」を「１２０円」 

   「                  「 

                    」                  」 

   「          「           「 

            」          」 

       「 

     」                  」 

４０円」に，「３５０円」を「４５０円」に，「１，３００円」を「１，６９０円」に

改め，同別表第２項の表中「４００円」を「５２０円」に改める。 

別表第５第１項の表中「１，０３０円」を「１，３３０円」に，「５１０円」を「６

６０円」に，「２５０円」を「３２０円」に，「２，０６０円」を「２，６７０円」に，

「８２０円」を「１，０６０円」に，「４１０円」を「５３０円」に，「１，６４０円

」を「２，１３０円」に，「７７０円」を「１，０００円」に，「１，５４０円」を「 

         「               「 

                       」  

    

」             

に，「８，０００円」を「１０，４００円」に，「１０，０００円」を「１３，０００

円」に，「４，８００円」を「６，２４０円」に，「２，４００円」を「３，１２０円

」に，「６，０００円」を「７，８００円」に，「３，０００円」を「３，９００円」

に，「９，６００円」を「１２，４８０円」に，「１２，０００円」を「１５，６００

円」に改め，同別表第２項の表中「３６０円」を「４６０円」に，「７２０円」を「９

３０円」に改める。 

別表第６中「３００円」を「３９０円」に，「２５０円」を「３２０円」に，「２０

０円」を「２６０円」に，「１５０円」を「１９０円」に改める。 

別表第７中「５１０円」を「６６０円」に，「２５０円」を「３２０円」に，「４１

０円」を「５３０円」に改める。 

に，                  を １人・１日 ５００円 １人・１日 ６００円 

     を                  に，「１，８００円」を「２，３ 

１面・２時間 ５ に，          を          に， ３００円 ３６０円 

１面・２時間 ６５０円 

２，０００円」に，               を ４，０００円 ２，０００円 ５，２００円 ２，６００円 

に，「５，０００円」を「６，５００円」に，「２，５００円」を「３，２５０円」 

００円 
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別表第８中「１，０２０円」を「１，３２０円」に，「５１０円」を「６６０円」に，

「７１０円」を「９２０円」に，「５２０円」を「６７０円」に，「２５０円」を「３

２０円」に，「８２０円」を「１，０６０円」に改める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 令和７年３月３１日から同年４月１日にかけて松山市野外活動センター条例第２条第

１号に規定する管理棟（和室に限る。）若しくは研修棟，同条第２号に規定する常設テ

ント，フリーテントサイト若しくはロッジ又は同条第３号に規定するスタッフロッジ，

パイオニアテントサイト若しくはオートキャンプ場に宿泊する者の当該宿泊に係る使用

料については，なお従前の例による。 

 

（提案理由） 

総合コミュニティセンター使用料等の適正化を図るため，本案を提出する。 
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議案第１１３号   

令和６年９月６日提出   

松山市長 野 志 克 仁   

 

松山市立子規記念博物館条例の一部改正について 

松山市立子規記念博物館条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

記 

松山市立子規記念博物館条例の一部を改正する条例 

松山市立子規記念博物館条例（昭和５５年条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中「４００円」を「５００円」に，「３２０円」を「４００円」に改める。 

 別表第２中「１，５４０円」を「１，８００円」に，「２，５６０円」を「２，９００

円」に，「３，２００円」を「３，６００円」に，「２，８８０円」を「３，３００円」

に，「４，６２０円」を「５，３００円」に，「５，７７０円」を「６，６００円」に，

「３，０９０円」を「３，６００円」に，「５，１４０円」を「５，９００円」に，「６，

４２０円」を「７，４００円」に，「２，０６０円」を「２，４００円」に，「３，０８

０円」を「３，５００円」に，「３，８５０円」を「４，４００円」に，「１１，８４０

円」を「１４，０００円」に，「１６，４８０円」を「１９，０００円」に，「２０，６

００円」を「２３，８００円」に改める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日以後の会議室等の使用に係る使用料であって，この条例の公布の

際現に松山市立子規記念博物館条例第６条の許可に係る申請がされている使用に係るも

のは，なお従前の例による。 

 

（提案理由） 

子規記念博物館の観覧料及び使用料の適正化を図るため，本案を提出する。 
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 議案第１１４号   

令和６年９月６日提出   

松山市長 野 志 克 仁   

 

松山市男女共同参画推進センター条例の一部改正について 

松山市男女共同参画推進センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

記 

松山市男女共同参画推進センター条例の一部を改正する条例 

松山市男女共同参画推進センター条例（平成１１年条例第２９号）の一部を次のように

改正する。 

別表会議室１－１の項から視聴覚室Ｂの項までを次のように改める。 

会議室１

―１ 

１，００

０円 

２，００

０円 

１，２６

０円 

２,５２

０円 

１，２６

０円 

２，５２

０円 

３，０２

０円 

６，０４

０円 

会議室１

―２ 

１，２６

０円 

２，５２

０円 

１，７６

０円 

３，５２

０円 

１，７６

０円 

３，５２

０円 

４，０３

０円 

８，０６

０円 

会議室２ ２，５２

０円 

５，０４

０円 

３，２７

０円 

６，５４

０円 

３，０２

０円 

６，０４

０円 

８，０６

０円 

１６，１

２０円 

会議室３ １，７６

０円 

３，５２

０円 

２，２６

０円 

４，５２

０円 

２，２６

０円 

４，５２

０円 

５，２９

０円 

１０，５

８０円 

会議室４ １，００

０円 

２，００

０円 

１，２６

０円 

２，５２

０円 

１，２６

０円 

２，５２

０円 

３，０２

０円 

６，０４

０円 

会議室５ ３，５２

０円 

７，０４

０円 

４，５３

０円 

９，０６

０円 

４，２８

０円 

８，５６

０円 

１１，０

８０円 

２２，１

６０円 

大会議室 ４，２８

０円 

８，５６

０円 

６，８０

０円 

１３，６

００円 

６，３０

０円 

１２，６

００円 

１５，８

７０円 

３１，７

４０円 

国際交流

会議室 

２，７６

０円 

５，５２

０円 

３，２７

０円 

６，５４

０円 

３，０２

０円 

６，０４

０円 

８，３１

０円 

１６，６

２０円 

視聴覚室

Ａ 

２，５２

０円 

５，０４

０円 

３，０２

０円 

６，０４

０円 

２，７７

０円 

５，５４

０円 

７，８１

０円 

１５，６

２０円 

視聴覚室

Ｂ 

２，０１

０円 

４，０２

０円 

２，７７

０円 

５，５４

０円 

２，５２

０円 

５，０４

０円 

６，５５

０円 

１３，１

００円 

別表多目的室の項から和室の項までを次のように改める。 
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多目的室 ３，７８

０円 

７，５６

０円 

４，７８

０円 

９，５６

０円 

４，２８

０円 

８，５６

０円 

１１，５

９０円 

２３，１

８０円 

創作室 ２，２６

０円 

４，５２

０円 

３，０２

０円 

６，０４

０円 

２，７７

０円 

５，５４

０円 

７，０５

０円 

１４，１

００円 

和室 １，２６

０円 

２，５２

０円 

１，７６

０円 

３，５２

０円 

１，５１

０円 

３，０２

０円 

４，０３

０円 

８，０６

０円 

付 則 

この条例は，令和７年４月１日から施行する。 

 

 （提案理由） 

男女共同参画推進センター使用料の適正化を図るため，本案を提出する。 

-48-



議案第１１５号   

令和６年９月６日提出   

松山市長 野 志 克 仁   

 

松山市国民健康保険条例の一部改正について 

松山市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

記 

松山市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

松山市国民健康保険条例（昭和３５年条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

第２４条第１項中「３月」の次に「（急患等として保険医療機関又は保険薬局を受診し

た被保険者に係る保険料の納付については，資力の活用が可能となるまでの期間として１

年）」を加える。 

第２６条中「第９項」を「第５項」に，「，若しくは」を「，又は」に改め，「又は同

条第３項若しくは第４項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合

」を削る。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和６年１２月２日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第２４条第１項の規定は，この条例の施行の日以後に納期限

が到来する保険料について適用し，同日前に納期限が到来した保険料については，なお

従前の例による。 

３ この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備

等及び経過措置に関する政令（令和６年政令第２６０号）第９条の規定によりなお従前

の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罯則

の適用については，なお従前の例による。 

 

（提案理由） 

急患等の被保険者に係る保険料の徴収を猶予する期間について特例を設けるとともに，
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国民健康保険法の改正に伴い所要の規定の整備を図るため，本案を提出する。 
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議案第１１６号   

令和６年９月６日提出   

松山市長 野 志 克 仁   

 

松山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正について 

松山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定

める。 

記 

松山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例 

松山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例（平成７年条例第８号）の一部を次の

ように改正する。 

第２１条第１項中「次に掲げる一般廃棄物」を「市が行う一般廃棄物の処理に支障を及

ぼすおそれのある物として一般廃棄物処理計画で定めるもの」に改め，同項各号を削る。 

第２２条第１項第１号イ中「５１０円」を「５７０円」に，「１７０円」を「１９０円

」に改め，同項第２号中「１７０円」を「１９０円」に改める。 

付 則 

この条例は，令和７年４月１日から施行する。 

 

（提案理由） 

一般廃棄物処理手数料の適正化を図るとともに，所要の規定の整備を図るため，本案を

提出する。 
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議案第１１７号   

令和６年９月６日提出   

松山市長 野 志 克 仁   

 

松山市港湾施設使用条例の一部改正について 

松山市港湾施設使用条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

記 

松山市港湾施設使用条例の一部を改正する条例 

松山市港湾施設使用条例（昭和３９年条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

別表第２第１項の表中「１０．５円」を「１０．６円」に，「１１．８円」を「１１．

９円」に，「１７．６円」を「１７．８円」に改め，同別表第２項の表中「９．４円」を

「９．５円」に，「１０．９円」を「１１円」に改める。 

別表第３第１項の表中「１，１９６円」を「１，２１１．５円」に，「５９７．９円」

を「６０５．６円」に改め，同別表第２項の表中「１７７円」を「１７９．３円」に，「

５９７．９円」を「６０５．６円」に改める。 

別表第４第５項の表中「４０６．９円」を「４１２．１円」に改める。 

別表第５第１項の表中「４３０．４円」を「４３５．９円」に，「３９０円」を「３９

５円」に，「２９３円」を「２９６．８円」に，「５９円」を「５９．７円」に改め，同

別表第２項の表中「５７４円」を「５８１．４円」に，「２８６．９円」を「２９０．６

円」に，「２７１円」を「２７４．５円」に，「１７３円」を「１７５．２円」に，「１

１９円」を「１２０．５円」に，「５４円」を「５４．７円」に，「３２円」を「３２．

４円」に改め，同別表第３項の表中「１，０７６．３円」を「１，０９０．２円」に，「

６４５．７円」を「６５４円」に，「２７１円」を「２７４．５円」に，「１７３円」を

「１７５．２円」に，「１１９円」を「１２０．５円」に，「５４円」を「５４．７円」

に，「３２円」を「３２．４円」に改め，同別表の注中第５項を第６項とし，第４項の次

に次の１項を加える。 

５ 施設占用料等に１円未満の端数が生じたときは，切り捨てる。 

付 則 

この条例は，令和７年４月１日から施行する。 
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（提案理由） 

愛媛県の港湾施設の使用料等の改定に準じ港湾施設使用料等を改定するため，本案を提

出する。 
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議案第１１８号   

令和６年９月６日提出   

松山市長 野 志 克 仁   

 

松山市海岸占用料等徴収条例の一部改正について 

松山市海岸占用料等徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

記 

松山市海岸占用料等徴収条例の一部を改正する条例 

松山市海岸占用料等徴収条例（平成１２年条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

別表第２中「６８円」を「６９円」に，「１１７円」を「１１８円」に，「１，７２９

円」を「１，７５５円」に，「３，４５９円」を「３，５１１円」に改める。 

付 則 

この条例は，令和７年４月１日から施行する。 

 

（提案理由） 

愛媛県の海岸保全区域の占用料等の改定に準じ土石採取料を改定するため，本案を提出

する。 
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議案第１１９号   

令和６年９月６日提出   

松山市長 野 志 克 仁   

 

松山市鹿島公園渡船施設使用料条例の一部改正について 

松山市鹿島公園渡船施設使用料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

記 

松山市鹿島公園渡船施設使用料条例の一部を改正する条例 

松山市鹿島公園渡船施設使用料条例（平成１６年条例第９０号）の一部を次のように改

正する。 

別表第１中「２１０円」を「２３０円」に，「１１０円」を「１２０円」に，「２，１

００円」を「２，３００円」に，「１，１００円」を「１，２００円」に，「３，１５０

円」を「３，４５０円」に，「１，６５０円」を「１，８００円」に，「６，３００円」

を「６，９００円」に，「５１０円」を「５６０円」に，「２６０円」を「２８０円」に，

「３７０円」を「４１０円」に，「１９０円」を「２１０円」に改める。 

別表第２中「５２０円」を「５７０円」に，「５８０円」を「６４０円」に，「５，２

００円」を「５，７００円」に改める。 

付 則 

この条例は，令和７年４月１日から施行する。 

 

（提案理由） 

鹿島公園渡船の使用料及び駐車料金の適正化を図るため，本案を提出する。 
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議案第１２０号   

令和６年９月６日提出   

松山市長 野 志 克 仁   

 

愛媛地方税滞納整理機構の共同処理する事務の変更及び規約の変更について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により，愛媛地方税滞

納整理機構の共同処理する事務に森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成３１

年法律第３号）第７条の規定により個人の市町村民税の均等割及び個人の道府県民税の均

等割の賦課徴収と併せて賦課徴収することとされている森林環境税に係る滞納事案のうち，

関係市町の長から機構が引き受けた事案に係る滞納処分及びこれに関連する事務並びに滞

納処分の停止又は不納欠損処分をすることについての判定に係る事務に加え，同機構規約

を次のとおり変更する。 

記 

愛媛地方税滞納整理機構規約の一部を改正する規約 

愛媛地方税滞納整理機構規約（平成１８年２月３日愛媛県指令１７市第１３７１号）の

一部を次のように改正する。 

第３条第１号中「されている地方税」の次に「並びに森林環境税及び森林環境譲与税に

関する法律（平成３１年法律第３号）第７条の規定により個人の市町村民税の均等割及び

個人の道府県民税の均等割の賦課徴収と併せて賦課徴収することとされている森林環境税

」を加える。 

附 則 

 この規約は，愛媛県知事の許可のあった日から施行する。 

 

（提案理由） 

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成３１年法律第３号）の施行により，

令和６年度から森林環境税を市町が個人住民税と併せて賦課徴収することに伴い，愛媛地

方税滞納整理機構の共同処理する事務を変更し，同機構規約を変更することについて関係

団体と協議するため，地方自治法第２９０条の規定により，議会の議決を求めるため，本

案を提出する。 
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（参 照） 

   地方自治法（抄） 

 （組織，事務及び規約の変更） 

第２８６条 一部事務組合は，これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは共同処

理する事務を変更し，又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは，関係地方公

共団体の協議によりこれを定め，都道府県の加入するものにあつては総務大臣，その他

のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし，第２８７条第

１項第１号，第４号又は第７号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しよ

うとするときは，この限りでない。 

 （議会の議決を要する協議） 

第２９０条 第２８４条第２項，第２８６条及び前２条の協議については，関係地方公共

団体の議会の議決を経なければならない。 
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議案第１２１号   

令和６年９月６日提出   

松山市長 野 志 克 仁   

 

愛媛県後期高齢者医療広域連吅規約の変更について 

 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を

改正する法律」（令和５年法律第４８号）が令和６年１２月２日から施行されることに伴

い，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第１項の規定により，愛媛県

後期高齢者医療広域連吅規約を次のとおり変更する。 

記 

愛媛県後期高齢者医療広域連吅規約の一部を改正する規約 

 愛媛県後期高齢者医療広域連吅規約（平成１９年２月１９日愛媛県指令１８市第１２８

３号）の一部を次のように改正する。 

 第４条中「に規定する後期高齢者医療制度の事務のうち、次に掲げる」を「及び法に基

づく命令に基づき後期高齢者医療広域連吅が行うものとされた後期高齢者医療の事務及び

それに付随する」に改め，同条ただし書及び各号を削る。 

 第１７条第２項中「別表第２」を「別表」に改める。 

 別表第１を削り，別表第２を別表とする。 

   附 則 

 この規約は、令和６年１２月２日から施行する。 

 

（提案理由） 

 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）の一部改正により，令和

６年１２月２日以降、現行の被保険者証が廃止されることに伴い，愛媛県後期高齢者医療

広域連吅規約の一部を変更する必要があるため、地方自治法第２９１条の１１の規定によ

り，議会の議決を求めるため、本案を提出する。 

 

（参 照） 

  地方自治法（抄） 

（組織，事務及び規約の変更） 
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第２９１条の３ 広域連吅は，これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処理

する事務 

を変更し，又は広域連吅の規約を変更しようとするときは，関係地方公共団体の協議

によりこれを定め，都道府県の加入するものにあつては総務大臣，その他のものにあ

つては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし，次条第１項第６号若し

くは第９号に掲げる事項又は前条第１項若しくは第２項の規定により広域連吅が新た

に事務を処理することとされた場吅(変更された場吅を含む。)における当該事務のみ

に係る広域連吅の規約を変更しようとするときは，この限りでない。 

（議会の議決を要する協議） 

第２９１条の１１ 第２８４条第３項，第２９１条の３第１項及び第３項，前条第１項

並びに第２９１ 

条の１３において準用する第２８９条の協議については，関係地方公共団体の議会の

議決を経なければならない。 
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議案第１２２号 

令和６年９月６日提出 

松山市長 野 志 克 仁 

 

   工事請負契約の締結について  

   （小野小学校１３－２棟校舎長寿命化改修ほか主体工事） 

 次のとおり工事請負契約を締結する。  

記 

１．工 事 名     小野小学校１３－２棟校舎長寿命化改修ほか主体工事  

２．施工場所 松山市平井町３６７３番地 

３．内 容     小野小学校１３－２棟校舎  

鉄筋コンクリート造 ４階建 

延面積 １，８７３㎡ 

校舎長寿命化改修工事 １式 

建物周囲整備工事   １式 

環境配慮改修工事   １式 

４．請 負 人     松山市西石井六丁目５番１８－１号 

       株式会社ＢＲＣ 

代表取締役 橋本 和範 

５．請負金額 ２億９，６８５万７，０００円 

６．契約方法 一般競争入札 

 

 （提案理由）  

 本件は，予定価格１億８，０００万円以上の工事の請負契約であるから，条例の定める

ところにより請負契約の締結について議会の議決を求めるため，本案を提出する。  

  

（参 照） 

   議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（抄）  

 （議会の議決に付すべき契約）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第９６条第１項第５
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号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は，予定価格１億８，０００万

円以上の工事又は製造の請負とする。  
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議案第１２３号 

令和６年９月６日提出 

松山市長 野 志 克 仁 

 

   工事請負契約の締結について  

   （総合コミュニティセンターキャメリアホール舞台照明改修工事） 

 次のとおり工事請負契約を締結する。  

記 

１．工 事 名     総合コミュニティセンターキャメリアホール舞台照明改修工事  

２．施工場所 松山市湊町七丁目５番地 

３．内 容     総合コミュニティセンターキャメリアホール舞台照明改修工事  

（負荷設備） 

アッパーホリゾントライト １２台 

シーリングライト ４８台 

客席ダウンライト １１４台ほか  

（調光装置） 

照明操作卓 １卓ほか 

（その他） 

電気工事 １式 

４．請 負 人     松山市畑寺四丁目１２番２０号 

       松山電設工業株式会社 

代表取締役 村上 誠 

５．請負金額 ３億４，０２９万６，０００円 

６．契約方法 一般競争入札 

 

 （提案理由）  

 本件は，予定価格１億８，０００万円以上の工事の請負契約であるから，条例の定める

ところにより請負契約の締結について議会の議決を求めるため，本案を提出する。  
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（参 照） 

   議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（抄）  

 （議会の議決に付すべき契約）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第９６条第１項第５

号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は，予定価格１億８，０００万

円以上の工事又は製造の請負とする。  
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議案第１２４号 

令和６年９月６日提出 

松山市長 野 志 克 仁 

 

   工事請負契約の締結について  

   （坊っちゃんスタジアム外壁改修ほか工事） 

 次のとおり工事請負契約を締結する。  

記 

１．工 事 名     坊っちゃんスタジアム外壁改修ほか工事  

２．施工場所 松山市市坪西町６２５番地１  

３．内 容     施設名：坊っちゃんスタジアム  

構造：鉄筋コンクリート造＋鉄骨造＋鉄骨鉄筋コンクリート造  

階数：地上４階＋塔屋２階 

延床面積：３３，４２１．４８㎡ 

外壁改修ほか工事 １式 

４．請 負 人     松山市太山寺町９６４番地 

       朝日建設株式会社 

代表取締役 朝日 健介 

５．請負金額 ２億７８０万５，４００円 

６．契約方法 一般競争入札 

 

 （提案理由）  

 本件は，予定価格１億８，０００万円以上の工事の請負契約であるから，条例の定める

ところにより請負契約の締結について議会の議決を求めるため，本案を提出する。  

  

（参 照） 

   議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（抄）  

 （議会の議決に付すべき契約）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第９６条第１項第５

号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は，予定価格１億８，０００万

円以上の工事又は製造の請負とする。  
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議案第１２５号   

令和６年９月６日提出   

松山市長 野 志 克 仁   

 

   市道上での事故の損害賠償額を和解により定めることについて 

市道上での事故の損害賠償額を次のとおり和解により定める。  

記 

１．当事者 

松山市 

相手方 松山市福角町乙４８４番地 

       堀江工業株式会社  

       代表取締役 髙橋 真也 

２．事故の概要  

  令和６年６月１２日午後３時４０分頃，松山市河野別府２２０番地２地先の市道別府

善応寺線上において，道路の陥没により，相手方に損害（物損）を与えたものである。 

３．和解の内容 

  市から相手方に損害賠償金として１，１８２，８５６円を支払い，今後この事件に関

していかなる事情が生じても，双方決して異議を申し立てない。  

 

 （提案理由）  

 市道上での事故について，和解により損害賠償額を定めるため，本案を提出する。  

 

 （参 照） 

   地方自治法（抄） 

 （議決事件）  

第９６条 普通地方公共団体の議会は，次に掲げる事件を議決しなければならない。  

(12) 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て，訴えの提起，

和解，あつせん，調停及び仲裁に関すること。 

 (13) 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。 
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 議案第１２６号  

令和６年９月６日提出 

松山市長 野 志 克 仁 

 

   市道路線の認定及び廃止について 

１．次の路線を市道に認定する。 

図面 

番号 
路  線  名 起  点 終  点 重要な経過地 

１ 市道 生石 ３０３号線 单吉田町 单吉田町  

２ 市道 石井 ５５７号線 古川单三丁目 古川单三丁目  

３ 市道 雄郡 ２１４号線 土居田町 土居田町  

４ 市道 新玉  ９９号線 单江戸六丁目 单江戸六丁目  

５ 市道 清水 １６７号線 山越二丁目 山越二丁目  

６ 市道 桑原 ３００号線 東野五丁目 東野五丁目  

７ 市道 味生 ３１０号線 单斎院町 单斎院町  

８ 市道 垣生 ２１５号線 東垣生町 東垣生町  

９ 市道 堀江 ２５７号線 福角町 福角町  

１０ 市道 余土 ２６８号線 余戸单四丁目 余戸单四丁目  

１１ 市道 小野 ２４６号線 单梅本町 单梅本町  

１２ 市道 石井 ５５８号線 土居町 土居町  

１３ 市道 北条  ２７号線 北条辻 北条辻  

１４ 市道 久枝 ２９２号線 久万ノ台 久万ノ台  

１５ 市道 潮見 １４５号線 谷町 谷町  
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２．次の路線を一部廃止する。 

図面 

番号 
路  線  名 起  点 終  点 重要な経過地 

１６ 市道 生石 １８２号線 单吉田町 单吉田町  

１７ 市道 石井 ２６７号線 古川单三丁目 古川单三丁目  

１８ 市道 新玉  ３０号線 单江戸一丁目 单江戸一丁目  

 

（提案理由） 

図面番号１は松山空港消防車庫新築工事に伴い，図面番号２は県道久米垣生線の区域変

更に伴い，図面番号３～１３は，都市計画法第２９条の規定による開発行為の許可に基づ

き建設された道路で，同法第３９条の規定に基づき，図面番号１４及び１５は，一般交通

の用に供されている道路で，地元からの申請に基づき市道認定するため，図面番号１６は

松山空港消防車庫新築工事に伴い，図面番号１７は県道久米垣生線の区域変更に伴い，図

面番号１８は一般交通の用に供する必要がなくなった道路で、地元からの申請に基づき市

道の路線を一部廃止するため，道路法第８条第２項及び第１０条第３項の規定により，本

案を提出する。 

 

 （参 照） 

   都市計画法（抄） 

 （開発行為の許可） 

第２９条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は，あ

らかじめ，国土交通省令で定めるところにより，都道府県知事(地方自治法(昭和２２年法

律第６７号)第２５２条の１９第１項の指定都市又は同法第２５２条の２２第１項の中核

市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては，当該指定都市等の長。以下この節

において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし，次に掲げる開発行為については，

この限りでない。 

（開発行為等により設置された公共施設の管理） 

第３９条 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置さ

れたときは，その公共施設は，第３６条第３項の公告の日の翌日において，その公共施設
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の存する市町村の管理に属するものとする。ただし，他の法律に基づく管理者が別にある

とき，又は第３２条第２項の協議により管理者について別段の定めをしたときは，それら

の者の管理に属するものとする。 

 

   道路法（抄） 

 （市町村道の意義及びその路線の認定） 

第８条 第３条第４号の市町村道とは，市町村の区域内に存する道路で，市町村長がその

路線を認定したものをいう。 

２ 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては，あらかじめ当

該市町村の議会の議決を経なければならない。 

（路線の廃止又は変更） 

第１０条 都道府県知事又は市町村長は，都道府県道又は市町村道について，一般交通の

用に供する必要がなくなったと認める場合においては，当該路線の全部又は一部を廃止

することができる。路線が重複する場合においても，同様とする。 

３ 第７条第２項から第８項まで及び前条の規定は前２項の規定による都道府県道の路線

の廃止又は変更について，第８条第２項から第５項まで及び前条の規定は前２項の規定

による市町村道の路線の廃止又は変更について，それぞれ準用する。 

 

-73-



1

Ｎ

-74-



古川公園

古川南公園

2

Ｎ

-75-



　

　

郵

便

局

土居田本村公園

土居田公園

3

Ｎ

-76-



松山総合公園

松山総合公園

松山総合公園

松山市下水道中央浄化センター

南江戸公園

4

Ｎ

-77-



日分公園

姫

原

西

公

園

松山山越郵便局

御

幸

交

番

山

越

公

園

5

Ｎ

-78-



新石手公園

公園

　北公園

6

Ｎ

-79-



高

岡

簡

易

郵

便

局

中

津

公

園

市立津田中学校

7

Ｎ

-80-



奥土居公園

空港東第三公園

空

港

東

第

二

公

園

八

反

地

公

園

8

Ｎ

-81-



堀江中央公園

堀江小学校

公園

堀

江

駐

在

所

堀江東公園

堀

江

駅

9

Ｎ

-82-



出合公園

鎌

田

駅

10

Ｎ

-83-



梅西公園

11

Ｎ

-84-



南消防署

土居団地

公園

市立南第二中学校

グラウンド

市立南第二中学校

土居公園

今在家公園

12

Ｎ

-85-



県立北条高等学校

Ｊ

Ｒ

伊

予

北

条

駅

警察署

東町浦

児童公園

市立北条小学校

市立北条北中学校

聖力カリナ大学短期大学部

北条郵便局

13

Ｎ

-86-



県立松山西高校

久

万

ノ

台

公

園県立松山西中学校

松山聖陵高校

松山市中央卸売市場中央市場

14

Ｎ

-87-



郵便局

　

潮

見

支

所

市立潮見小学校

谷

町

公

園

15

Ｎ

-88-



16

Ｎ

-89-



古川公園

古川南公園

17

Ｎ

-90-



南江戸町

郵便局

宮田郵便局

松山地方合同庁舎

Ｊ

Ｒ

松

山

駅

愛媛県警察鉄道警察隊

松

山

駅

前

交

番

愛

光

公

園

市立新玉小学校

18

Ｎ

-91-



図面 延長

番号 幅員 ｍ ｍ

市 道 松山市南吉田町 松山市南吉田町 4.1

生石３０３号線 ～ 4.1

市 道 松山市古川南三丁目 松山市古川南三丁目 6.1

石井５５７号線 ～ 10.5

市 道 松山市土居田町 松山市土居田町 4.3

雄郡２１４号線 ～ 8.9

市 道 松山市南江戸六丁目 松山市南江戸六丁目 4.3

新 玉 ９ ９ 号 線 ～ 11.4

市 道 松山市山越二丁目 松山市山越二丁目 4.3

清水１６７号線 ～ 8.7

市 道 松山市東野五丁目 松山市東野五丁目 4.3

桑原３００号線 ～ 9.3

市 道 松山市南斎院町 松山市南斎院町 4.8

味生３１０号線 ～ 9.7

市 道 松山市東垣生町 松山市東垣生町 4.3

垣生２１５号線 ～ 9.6

市 道 松山市福角町 松山市福角町 4.3

堀江２５７号線 ～ 8.3

市 道 松山市余戸南四丁目 松山市余戸南四丁目 4.3

余土２６８号線 ～ 8.7

市 道 松山市南梅本町 松山市南梅本町 4.3

小野２４６号線 ～ 9.0

市 道 松山市土居町 松山市土居町 5.0

石井５５８号線 ～ 9.5

市 道 松山市北条辻 松山市北条辻 4.3

北 条 ２ ７ 号 線 ～ 9.9

市 道 松山市久万ノ台 松山市久万ノ台 4.3

久枝２９２号線 ～ 8.9

市 道 松山市谷町 松山市谷町 4.3

潮見１４５号線 ～ 8.8

起 点 終 点路 線 名

１ 164.1

2723番1地先 2742番1地先

敷地の

２ 196.1

1220番4地先 844番5地先

３ 73.3

282番1地先 282番9地先

４ 39.3

1375番1地先 1375番3地先

５ 37.3

甲12番1地先 甲12番3地先

６ 55.0

甲786番1地先 甲786番7地先

７ 76.7

1317番12地先 1317番20地先

８ 32.1

57番1地先 57番6地先

９ 27.0

甲1570番7地先 甲1570番5地先

１０ 45.2

1747番3地先 1747番11地先

１１ 47.5

甲1313番3地先 甲1313番7地先

１２ 31.9

1052番1地先 1052番15地先

１５ 27.2

甲1番6地先 甲1番11地先

１３ 29.4

539番1地先 539番3地先

１４ 54.2

851番4地先 858番地先
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図面 延長

番号 幅員 ｍ ｍ
起 点 終 点路 線 名

敷地の

市 道 松山市南吉田町 松山市南吉田町 4.1

生石１８２号線 ～ 4.1

市 道 松山市古川南三丁目 松山市古川南三丁目 4.0

石井２６７号線 ～ 10.5

市 道 松山市南江戸一丁目 松山市南江戸一丁目 1.3

新 玉 ３ ０ 号 線 ～ 1.8

１７ 322.1

849番1地先 1220番4地先

１８ 52.6

533番5地先 539番5地先

１６ 412.0

742番6地先 2742番1地先
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